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令和令和７７年度  年度  新規事業新規事業についてについて

　移住定住施策　
•移住推進交付金の支給

千葉県内の条件不利地域への移住や起業・就業等
を加速させるため、県では「ＵＩＪターンによる
起業・就業者等創出事業」を実施しており、本町
がその対象地域となったことにより、移住支援金、
就職支援金および結婚新生活支援金を交付し、町
内への移住・定住の促進および中小企業等におけ
る人手不足の解消を図ります。

　教 育 施 策　
•小学校統合準備事業

白子町小学校適正配置等基本方針に基づき、小学
校の統合による新校舎の設計業務を進めるととも
に、保護者・学校職員・地域の代表者などで構成
する小学校統合準備委員会を設置し開校に向け必
要な準備を進めます。

•卒業記念アルバム購入費の助成
物価高騰及び児童数の減少による卒業アルバムの
高騰が年々続いているため、小学校を卒業する児
童の卒業記念アルバムの購入経費の一部を学校へ
補助（１人につき５，０００円）します。

　防 災 施 策　
•被災者生活再建支援システムの導入

被災者生活再建支援システムを導入することで、
被災者台帳作成や罹災証明書発行などの災害業務
を効率化し、被災者がより迅速に支援を受けられ
る体制整備を進めます。
また、同システムを導入している遠隔地の自治体
と連携することで、遠隔支援を受けることが可能
となり、災害対応体制の更なる強化を図ります。

•防災行政無線子局更新
災害発生時に、的確な救済処置を迅速に指示伝達
し、住民の生命・財産の安全を図り、防災、応急、
救助、災害復旧に関する業務を遂行するため、また
平常時には一般行政事務における連絡、案内等、生
活情報の提供により住民サービス、福祉向上を図る
ため耐用年数を迎えた防災行政無線屋外拡声子局
更新工事を実施し、通信体制の確立を目指します。

白子町が令和７年度に新たに実施する新規事業について、その一部をご紹介します。

　観光振興施策　
•ＤＭＯ支援事業

令和５年度に策定した
白子町観光振興プラン
に基づき、その実施団
体として「一般社団法
人プロモーション白
子」が設立され、観光
庁より３月２５日付で「候補ＤＭＯ」として登録
されました。今後は、地域の多様な関係者と協働
しながら、地域の経済循環を生み出す活動を実施
していくことを支援してまいります。

　文化振興施策　
•青少年センター改修事業

青少年センターは、築後
４０年（昭和６０年）が経
過し、老朽化が激しいため
大規模改修工事を実施し施
設の長寿命化を図ります。
主なものは、屋上防水、外壁補修、照明のＬＥＤ化、
ホール空調設備の更新等で、今後も広く町民が気
軽に利用できるよう施設の機能性と安全性を確保
しつつ、本町の文化振興拠点施設としての役割を
果たせるよう努めます。

　自治体ＤＸ推進事業　
•公立保育所情報化推進事業

ＩＣＴクラウドサービス
による保育所等業務支援
システムを導入し、保育
現場の業務省力化・効率
化によって「保育の質の
確保・向上」を図るとと
もに、保育者の業務負担
を軽減し、利便性を高めます。
また、保育士が安心して長く
働ける環境を整備し、安定し
た人材確保や新規採用の促進
につなげます。

広報しらこ2 0 2 5 . 5 2



白子町町民生活支援商品券白子町町民生活支援商品券についてについて
町では物価高騰等により、多大な影響を受けている町民の方
の生活支援や地域経済の活性化に資することを目的として、
白子町町民生活支援商品券を発行します。

  交付対象者  　令和７年１月３１日において、住民基本台帳法
（昭和４２年法律第８１号）の規定により本町の住民基本台帳に登録されて
おり、引き続き町内に住所を有する方

  商　品　券  　１人あたり　５，０００円（１，０００円券×５枚）
５月中旬より順次世帯主宛てに世帯員分の商品券を
簡易書留にて一括送付します。

  使 用 期 間  　令和７年７月１日（火）から令和７年９月３０日（火）まで

  利 用 店 舗  　商品券に同封しています。
（最新の情報はウェブサイトに掲載しています。）

 問い合わせ 　商品券について　　　　企画財政課　　☎３３－２１８０
利用可能店舗について　白子町商工会　☎３３－２５１７

みほんみほん

▲町ホームページ

「受診票送付対象」以外の方で検診を希望される場合は、健康づくりセンターまでお申込みください。
また、検診は受診日に白子町に住民登録のある方が対象です。　　　★年齢基準日：令和７年４月１日

子宮頸がん検診 骨密度検診
対 象 者 ２０歳以上の女性 ２０～７０歳の５歳刻みの女性

自 己 負 担 額 ５００円（※20歳の方は無料） ５００円

受診票送付対象 令和６年度受診者、30・35歳の方、新規申込者 ４月10日時点で町に住所を有する対象者

実 施 日
受 付 時 間

５月１4日（水）・2 １日（水）・２２日（木）９時３０分～１１時、１３時～１４時３０分
※指定日時でのご案内となります。日程変更については健康づくりセンターまでご相談ください。

検 診 会 場 健康づくりセンター

子宮頸がん・骨密度検診のお知らせ20歳以上の女性の方へ

  問い合わせ  　健康づくりセンター　☎３３－２１７９
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補助金の名称・問い合わせ先 対象者 補助金・奨励金額 対象住宅・工事

住宅用脱炭素化
設備等設置補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•世帯全員の町税等の滞納がない方
•太陽光発電設備の設置費等を負担し、もしくは太陽光発電設備等を所有する

方
•電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置

する住宅で、設置する設備と同種の設備に対して、この制度による補助を受
けていない方

•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車についての補助を受けよう
とする方は、導入する住宅でこの制度に基づき同じ種類の補助対象設備の補
助を受けていないこと

補助対象経費のうち次に掲げる額
•家庭用燃料電池システム（エネファーム）：上限２０万円
•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）：１４万円
•電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
　住宅用太陽光発電設備およびＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合：

上限１５万円
　住宅用太陽光発電設備を併設する場合：上限１０万円
•Ｖ２Ｈ充放電設備：補助対象経費×１／１０　上限２５万円

•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）を設置する場合は、実
績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること

•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を購入する者が居
住する場合は、実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、
発電した電気を電気自動車等に充電できること

　なお、住宅用太陽光発電設備およびＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合
の補助を受けようとする場合は、実績報告日までにＶ２Ｈ充放電設備
を設置していること

•Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する場合は、実績報告日までに住宅用太陽光
発電設備が設置され、かつ、電気自動車・プラグインハイブリッド自
動車が導入されていること

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•町税等の滞納がない方
•この補助金を初めて受ける方

新築・建替え（汲取り転換）に伴う合併浄化槽の設置：９万円
上記以外の合併浄化槽の設置　　５人槽：３３万円
　　　　　　　　　　　　　　　７人槽：４１万４千円
　　　　　　　　　　　　　　１０人槽：５４万６千円
※次の場合加算あり
　•合併浄化槽への転換　単独浄化槽から：１０万円
　　　　　　　　　　　　汲取り便槽から（建替えを除く）：６万円
　•建築確認を伴わない合併浄化槽への転換：１０万円

•国庫補助指針に適合しているもの
•補助対象地域内に設置するもの
•処理対象人員１０人以下のもの

木造住宅耐震診断
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、当該住宅に住所を有する方、または継続的に住所
を有することができる方

•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•町税等の滞納がない方

費用の２分の１　
限度額　４万円

•主要構造部が木材で造られている住宅
•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅
•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•２階建以下の住宅（地下を除く）

木造住宅耐震改修
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、居住している方
•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•町税等の滞納がない方

耐震設計・工事監理・改修工事を一体に行う費用の５分の４
限度額　通常の耐震改修　１００万円
　　　　二段階耐震改修　段階ごとに５０万円

•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅で主要構造
部が木材で造られている住宅

•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•耐震診断において判定が１．０未満と診断され、工事後に１．

０以上となる２階建以下の住宅
•二段階耐震改修の場合、一段階目で１階が１．０以上または全

体が０．７未満の場合は０．７以上となること。また、二段階
目で全体が１．０以上となること。

若者マイホーム
取得奨励金
建設課　☎３３－２１１６

•住宅を取得して１年以内の方
•夫婦で定住している方
•基準日（新築住宅を取得した年度の４月１日）において、夫婦のどちら 

かが４９歳以下で子どもを有する方または夫婦ともに４０歳以下の方
•市町税等の滞納がない方
•奨励金交付後１０年以上継続して夫婦で定住できる方

基礎額　新築は５０万円、中古は３０万円
※次の場合加算あり
　　　　•町外から転入　３０万円
　　　　•町内建築業者で建築　３０万円
　　　　•住宅取得年の４月１日に満１８歳未満の子がいる
　　　　　※子１人につき１０万円

•建築確認済証の交付を受けている住宅（新築住宅の場合）
•居住面積５０㎡以上の住宅
•他の制度による補助金等を受けていない住宅
•購入価格（土地代を含む。）が２００万円以上であること。（中

古住宅の場合）
•３親等内の親族から購入したものでないこと。（中古住宅の場合）

住宅リフォーム補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に居住している方または白子町に定住予定の方
•世帯全員が町税等の滞納がない方
•町内業者により工事を行う方
•補助金交付後１０年以上継続して定住できる方

対象工事額の１０％（１，０００円未満切捨）
限度額　２０万円（ブロック塀は１０万円）

•自己の居住用または併用住宅
•工事金額が２０万円以上、ブロック塀の場合は１０万円以上
•住宅のリフォームは１０年に１回限り（ブロック塀は１回限り）
　※新築から所有している住宅は、建築から１０年経過していること。

白子町結婚新生活
支援事業補助金
企画財政課
　☎３３ －２１８０

次の条件をすべて満たす世帯
•世帯の所得が５００万円未満であること
•夫婦がともに白子町内に住民登録を有する世帯
•過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
•婚姻日の年齢が夫婦ともに満４９歳以下であること
•夫婦のいずれもが市町村民税等を滞納していないこと
•夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと
•他の公的制度による同種の補助金を受けていないこと
•令和７年４月１日以降に婚姻届を提出した夫婦

•夫婦ともに３９歳以下　３０ 万円
•上記以外　　　　　　　１５万円

•婚姻に伴う町内での住宅購入費または賃借料
　（敷金、礼金等含む）
•婚姻に伴う町内への引越費用
　（引越業者または運送業者へ支払った場合のみ）
•婚姻に伴う町内での住宅リフォームに要した費用
　（修繕、増築、改築等）

家庭用ＬＥＤ照明器具等
購入事業補助金
商工観光課　☎３３－２１１７

•町内に住所を有する方
•自らが居住する住宅に設置する目的でＬＥＤ照明器具等を購入した方
•世帯全員が町税等の滞納がない方
•この補助金を初めて受ける方
　※令和７年１２月末をもって受付終了

購入費用等の１／２以内
（１００円未満の端数については切り捨てとする）
限度額５０，０００円
白子町サービス会が発行する「げんき君カード」に補助金額相当の
ポイントを付与する

ＬＥＤ照明器具等の購入経費並びに設置および交換費用の合計
が５，０００円以上のもの

（申請期限は、ＬＥＤ照明器具を購入した日から１年が経過する
まで）

白子町では、住宅に関する各種の補助制度があります。
予算がなくなり次第、受付を終了しますので、着工前に必ず担当課にご相談ください。

補助金で
マイホームを快適に！
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補助金の名称・問い合わせ先 対象者 補助金・奨励金額 対象住宅・工事

住宅用脱炭素化
設備等設置補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•世帯全員の町税等の滞納がない方
•太陽光発電設備の設置費等を負担し、もしくは太陽光発電設備等を所有する

方
•電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置

する住宅で、設置する設備と同種の設備に対して、この制度による補助を受
けていない方

•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車についての補助を受けよう
とする方は、導入する住宅でこの制度に基づき同じ種類の補助対象設備の補
助を受けていないこと

補助対象経費のうち次に掲げる額
•家庭用燃料電池システム（エネファーム）：上限２０万円
•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）：１４万円
•電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
　住宅用太陽光発電設備およびＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合：

上限１５万円
　住宅用太陽光発電設備を併設する場合：上限１０万円
•Ｖ２Ｈ充放電設備：補助対象経費×１／１０　上限２５万円

•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）を設置する場合は、実
績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること

•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を購入する者が居
住する場合は、実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、
発電した電気を電気自動車等に充電できること

　なお、住宅用太陽光発電設備およびＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合
の補助を受けようとする場合は、実績報告日までにＶ２Ｈ充放電設備
を設置していること

•Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する場合は、実績報告日までに住宅用太陽光
発電設備が設置され、かつ、電気自動車・プラグインハイブリッド自
動車が導入されていること

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•町税等の滞納がない方
•この補助金を初めて受ける方

新築・建替え（汲取り転換）に伴う合併浄化槽の設置：９万円
上記以外の合併浄化槽の設置　　５人槽：３３万円
　　　　　　　　　　　　　　　７人槽：４１万４千円
　　　　　　　　　　　　　　１０人槽：５４万６千円
※次の場合加算あり
　•合併浄化槽への転換　単独浄化槽から：１０万円
　　　　　　　　　　　　汲取り便槽から（建替えを除く）：６万円
　•建築確認を伴わない合併浄化槽への転換：１０万円

•国庫補助指針に適合しているもの
•補助対象地域内に設置するもの
•処理対象人員１０人以下のもの

木造住宅耐震診断
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、当該住宅に住所を有する方、または継続的に住所
を有することができる方

•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•町税等の滞納がない方

費用の２分の１　
限度額　４万円

•主要構造部が木材で造られている住宅
•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅
•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•２階建以下の住宅（地下を除く）

木造住宅耐震改修
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、居住している方
•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•町税等の滞納がない方

耐震設計・工事監理・改修工事を一体に行う費用の５分の４
限度額　通常の耐震改修　１００万円
　　　　二段階耐震改修　段階ごとに５０万円

•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅で主要構造
部が木材で造られている住宅

•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•耐震診断において判定が１．０未満と診断され、工事後に１．

０以上となる２階建以下の住宅
•二段階耐震改修の場合、一段階目で１階が１．０以上または全

体が０．７未満の場合は０．７以上となること。また、二段階
目で全体が１．０以上となること。

若者マイホーム
取得奨励金
建設課　☎３３－２１１６

•住宅を取得して１年以内の方
•夫婦で定住している方
•基準日（新築住宅を取得した年度の４月１日）において、夫婦のどちら 

かが４９歳以下で子どもを有する方または夫婦ともに４０歳以下の方
•市町税等の滞納がない方
•奨励金交付後１０年以上継続して夫婦で定住できる方

基礎額　新築は５０万円、中古は３０万円
※次の場合加算あり
　　　　•町外から転入　３０万円
　　　　•町内建築業者で建築　３０万円
　　　　•住宅取得年の４月１日に満１８歳未満の子がいる
　　　　　※子１人につき１０万円

•建築確認済証の交付を受けている住宅（新築住宅の場合）
•居住面積５０㎡以上の住宅
•他の制度による補助金等を受けていない住宅
•購入価格（土地代を含む。）が２００万円以上であること。（中

古住宅の場合）
•３親等内の親族から購入したものでないこと。（中古住宅の場合）

住宅リフォーム補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に居住している方または白子町に定住予定の方
•世帯全員が町税等の滞納がない方
•町内業者により工事を行う方
•補助金交付後１０年以上継続して定住できる方

対象工事額の１０％（１，０００円未満切捨）
限度額　２０万円（ブロック塀は１０万円）

•自己の居住用または併用住宅
•工事金額が２０万円以上、ブロック塀の場合は１０万円以上
•住宅のリフォームは１０年に１回限り（ブロック塀は１回限り）
　※新築から所有している住宅は、建築から１０年経過していること。

白子町結婚新生活
支援事業補助金
企画財政課
　☎３３ －２１８０

次の条件をすべて満たす世帯
•世帯の所得が５００万円未満であること
•夫婦がともに白子町内に住民登録を有する世帯
•過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
•婚姻日の年齢が夫婦ともに満４９歳以下であること
•夫婦のいずれもが市町村民税等を滞納していないこと
•夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと
•他の公的制度による同種の補助金を受けていないこと
•令和７年４月１日以降に婚姻届を提出した夫婦

•夫婦ともに３９歳以下　３０ 万円
•上記以外　　　　　　　１５万円

•婚姻に伴う町内での住宅購入費または賃借料
　（敷金、礼金等含む）
•婚姻に伴う町内への引越費用
　（引越業者または運送業者へ支払った場合のみ）
•婚姻に伴う町内での住宅リフォームに要した費用
　（修繕、増築、改築等）

家庭用ＬＥＤ照明器具等
購入事業補助金
商工観光課　☎３３－２１１７

•町内に住所を有する方
•自らが居住する住宅に設置する目的でＬＥＤ照明器具等を購入した方
•世帯全員が町税等の滞納がない方
•この補助金を初めて受ける方
　※令和７年１２月末をもって受付終了

購入費用等の１／２以内
（１００円未満の端数については切り捨てとする）
限度額５０，０００円
白子町サービス会が発行する「げんき君カード」に補助金額相当の
ポイントを付与する

ＬＥＤ照明器具等の購入経費並びに設置および交換費用の合計
が５，０００円以上のもの

（申請期限は、ＬＥＤ照明器具を購入した日から１年が経過する
まで）

住宅住宅のの新築新築・・リフォームリフォームなどのなどの補助制度補助制度
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一宮聖苑は、一宮聖苑組合圏内である一宮町、長生村、睦沢町、白子町、いすみ市の旧岬町地域の住民の要
望に応えるために昭和６０年に完成し、同５市町村の分担金による共同出資と一宮聖苑使用料などで運営を
しています。
令和６年度下半期（令和７年３月３１日現在）の執行状況は４月１日から５月３１日までの出納整理期間に、
残された収入や支払いが行われるため、今回の数値は決算額ではありません。

◆令和６年度下半期執行状況 ◆令和７年度予算
▶ 歳　入 ▶ 歳　入

▶ 歳　出 ▶ 歳　出

▶ 財　産

令和７年度の自治会長が決まりました

一宮聖苑組合　令和６年度下半期の執行状況と令和７年度予算
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項　目 予算額 収入済額 収納率
分担金および負担金 29,457千円 29,457千円 100.0％

使用料および手数料 12,342千円 12,568千円 101.8％

財 産 収 入 1千円 1千円 100.0％

繰　越　金 5,525千円 5,525千円 100.0％

諸　収　入 63千円 54千円 85.7％

繰　入　金 1千円 0千円 0％

計 47,389千円 47,605千円 100.1％

項　目 予算額 比　率
分担金および負担金 33,024千円 54.5％

使用料および手数料 12,590千円 20.8％

財 産 収 入 1千円 0.0％

繰　越　金 1,500千円 2.5％

諸　収　入 46千円 0.1％

繰　入　金 13,420千円 22.1％

計 60,581千円 100.0％

項　目 予算額 支出済額 執行率
議　会　費 207千円 192千円 92.8％

総　務　費 20,964千円 20,081千円 95.8％

衛　生　費 25,718千円 16,775千円 65.2％

予　備　費 500千円 0千円 0％

計 47,389千円 37,048千円 78.2％

項　目 予算額 比　率
議　会　費 205千円 0.4％

総　務　費 23,694千円 39.1％

衛　生　費 36,182千円 59.7％

予　備　費 500千円 0.8％

計 60,581千円 100.0％

土　地 14,593㎡

建　物
火葬棟 371.73㎡
待合棟 419.67㎡

車　両 ２台
基　金 51,854千円

※表内の数値は、金額は千円未満、比率については小数点
第２位を端数処理（四捨五入）して計上しています。

  問い合わせ  　一宮聖苑組合　事務局　☎４２－１４３０
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▶投票できる方
平成１９年５月２６日以前に生まれた方で、令和７年２月１９日までに住民登録され、引き続き3か月以上
住民基本台帳に登録されている方。※白子町から転出された方は、投票できません。

▶期日前投票
選挙当日、仕事や外出などの理由で投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票ができます。

 期間等 　５月２１日（水）～ ５月２４日（土）　８時３０分 ～ ２０時まで
 場　所 　白子町役場　第３会議室（２階）
※あらかじめ入場券裏面の宣誓書に記入して持参するとスムーズに受付できます。

▶指定病院等での投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等（老人ホーム含む）に入院・入所 
されている方は、その施設で不在者投票ができます。

▶他の市町村での不在者投票
勤務先や外出先の選挙管理委員会でも投票できます。希望する方は、早めに
白子町選挙管理委員会へ不在者投票の請求を行ってください。

▶郵便投票
身体に重度の障害がある方（身体障害者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方や介護保険の要介
護状態区分が要介護５の方など）で白子町選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けている方は、
自宅で郵便による投票ができます。

投票区 投　票　所 地　　区　　名

１ 白潟ふれあいセンター 古所西　八斗西　驚西　中里西　中里中　幸治西

２ 八斗東区公民館 北川岸　中川岸　南川岸　五井東 　八斗東　驚東　中里東　幸治東

３ 関ふれあいセンター 北高根東　北高根西　関西　関南　関北

４ 白子町役場　第３会議室 関東　福島　南日当　北日当

５ 南白亀ふれあいセンター 浜宿西　牛込中　牛込西　牛込新田　剃金西　五井西

６ 牛込東区公民館 浜宿東　牛込東　剃金東

 告示日   ５月２０日 火　 投票日   ５月２５日 日　※７時～２０時

  問い合わせ  　白子町選挙管理委員会（総務課内）☎３３ー２１１０

※入場券に記載されている投票所で投票してください。
※選挙公報は新聞折込みとなります。

※投開票結果については、町ホームページで
公表しますので、ご確認ください。

白 子 町 長 選 挙

白子町　選挙　開票結果 検索
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包括連携協定

元白子町議会議員、大多和康弘氏に旭日単光章が授与さ
れました。
氏は、昭和５０年に白子町議会議員に初当選され、２０
年間、町民の代表として町政の発展に寄与されました。
在職中は、第１９代白子町議会議長をはじめ、総務常任
委員会委員長や産業建設常任委員会委員などを歴任さ
れ、議会の円滑な運営に手腕を発揮されました。
また、農業振興協議会委員やスポーツ振興審議会委員と
しても活躍され、幅広い分野で町政の伸展に献身的にご
尽力されました。
ここに、故大多和氏の長年にわたるご功績を称えるとと
もに、心からご冥福をお祈り申し上げます。

町政の伸展に献身的に尽力
旭日単光章 受章

故大多和康弘氏

（享年８５歳・関）
令和６年１２月１１日逝去

町民とともにめざすべき将来像の実現に向けて
まちづくりを推進するため、令和６（２０２４）
年度に終了する第２期総合戦略に続く計画
として、令和７（２０２５）年度から令和９

（２０２７）年度までの３年間を計画期間とする
白子町第３期総合戦略を策定
しました。
くわしくは、町ホームページを
ご覧ください。

まちの未来を考えよう

ご寄附をいただきました
　　　公益社団法人全日本不動産協会様から
５万円のご寄附をいただきました。

地域の社会福祉のために大切に使わせて
いただきます。ありがとうございました。

３
24

白子町と特定非営利活動法人さくらは、３月２４日に包
括連携協定を締結しました。
この協定は、白子町と特定非営利活動法人さくらがパー
トナーとして、対話を通じた密接な連携により、町民サー
ビスの向上および町の成長・発展を図ることを目的とし
ています。

白子町とマーヴェリック株式会社は３月２４日に地域活
性化起業人に関する協定を締結しました。
この協定により地域活性化起業人を派遣していただき、
町の地域活性化を図るとともに、マーベリック社の人材育
成およびキャリアアップを行うことを目的としています。

白子町第３期総合戦略を
策定しました
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貯貯まったまったポ
イントポイントをを景品景品にに交換交換！！

https://www.town.shirako.lg.jp/0000001866.html


対象者：白子町在住の４０歳以上の方
　　　　申込時に歩数計をお渡しします（初回無料）。
　　　　その際、１５分ほど歩数計の操作説明を行います。
　　　　スマホアプリでの参加も可能です。
 申込み 　健康づくりセンター窓口　☎３３－２１７９

（平日８時３０分～１７時１５分）

新規参加者随時募集中

（イメージ）

曜日 会　場 時　間
月

健康づくりセンター ９時～１２時、
１３時３０分～１７時火

水 関ふれあいセンター
９時１５分～１２時、
１３時３０分～１６時３０分木 南白亀ふれあいセンター

金 白潟ふれあいセンター

※景品はいずれも１ポイント１円で、５００円単位でのお渡しとなります。
※げんき君カードにチャージをするには、別途「げんき君カード」

が必要です。町内の加盟店で発行できます。
　くわしくは、白子町サービス会（白子町商工会内☎３３－２５１７）

へお問い合わせください。

みんなで歩いて
健康に！

健幸ポイント事業では、貯まったポイントと交換できる景品を、「チーバくんＱＵＯカード」、「ヤックス商品券」、
「げんき君カードチャージ券」の中から選択することができます。年に２回（９月、３月）のポイント交換にお
いて、その都度選択でき、選択しなかった場合は自動的にＱＵＯカードに交換されます。
選択操作は歩数データを閲覧するアプリ「からだカルテ」上で行います。
下記の場所・日程にて専任のスタッフがお手伝いしますので、
ぜひご利用ください。

選択肢

選択肢

選択肢

１

２

３

チーバくんQUOカード
１pt ＝ １円

げんき君カードチャージ券
１pt ＝１円

ヤックス商品券
１pt ＝ １円

▶次回の景品お渡し
　令和７年９月下旬

▶景品選択可能期間
　令和７年５月１日～
　令和７年７月３１日

ビーチヨガビーチヨガ＆＆海岸ゴミ拾いボランティア海岸ゴミ拾いボランティア

お休みの日の朝、いつもより少し早起き
して、ボランティア活動しませんか？
同時にビーチヨガも開催いたします！
ご家族でのご参加も大歓迎です！
ぜひご参加ください！

参加ご希望の方は
LINE QR を読み取って、
または当院まで直接、あるいは
安藤医院受付 ☎３３－２２１１まで
お申込みください

  と　き    ５月１０日土開催
  集　合    ７時３０分  安藤医院  駐車場

参加費無料

券面はイメージです
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貯貯まったまったポ
イントポイントをを景品景品にに交換交換！！
ご 選 択 く だ さ い

https://page.line.me/433xbcxj?openQrModal=true#~


協賛金を全額貧困のこどもたちを支援する団体に寄付する非営利・寄付型ウォーキングイベント

  開催期間  　５月１０日土～５月３１日土
  会　　場  　日本全国各地
  対　　象  　健康な方・無理をしない方、どなたでもご参加いただけます。
  イベントの流れ  　１日２０分以上または約１．２㎞を歩いたことをスタンプカードまたはアプリで報告

※１日あたり１２０円×２２日間、最大で２，６４０円の寄付に繋がります。協賛金は印刷などの
必要経費を除いて全額寄付されます。（全協賛金が上限額）

  参加方法  　❶紙で参加　一般社団法人 足の８０２０のホームページからチラシや
スタンプカードをダウンロード

　❷アプリで参加　ドコモ「ｄヘルスケア」アプリを
ダウンロード

  寄付先  　特定非営利活動法人NPOキッズドア、特定NPO法人カタリバ、
特定NPO法人フローレンス、こども家庭庁などが運営する
こどもの未来応援基金

  主　催  　一般社団法人　足の８０２０
  後　援  　厚生労働省・内閣府・デジタル庁

こども家庭庁・全国５１６自治体

  問い合わせ  　一般社団法人 足の８０２０　☎０３－４５２０－１１４１

～いつものウォーキングが子どもたちへの支援に～

　　　 足の８０２０ウォーキング　　　 足の８０２０ウォーキング第３回

白子町は
この取組を応援

（後援）しています☆

「一般社団法人足の８０２０」
ホームページ

 
 

  と　　き  　５月１1 日（日）９時～１４時　小雨決行・荒天中止
  と こ ろ  　古所海岸前広場（旧アクア健康センター裏）
  内　　容  　白子たまねぎ等地元特産品の販売、各種模擬店

の出店、各種団体による実演等
※例年イベント日に行われていた「たまねぎ

掘り取り体験」は行いません。
  問い合わせ  　商工観光課　☎３３－２１１７

第２2回 おいしさ一番おいしさ一番
「「白子たまねぎ白子たまねぎ」」祭り祭り  開催開催

参加費無料

アプリのダウンロードはこちら！
ドコモで

Androidの方
ドコモ以外で
Androidの方 iOSの方
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白子町産の 肥料
今月は

5/15だよ!
かつりょく

しらこ活緑げんきくんしらこ活緑げんきくん

防災行政無線で緊急情報伝達試験を実施
実施日時 ▶５月２８日（水） １１時ごろ

地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国一斉に情報伝達試験を行います。
この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた試験で、
白子町以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。

上りチャイム音
▶「これは、Ｊアラートの
　　　 テストです」×３回
▶「こちらは、ぼうさい白子です」
▶下りチャイム音

放送内容

放送試験 ▶ 情報伝達手段 … 防災行政無線

Ｊアラートとは…
地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を、
国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝え
するシステムです。  問い合わせ 　総務課　☎３３－２１１０

  対 象 者    白子町民の方
  日　　時    毎月第３木曜日

１３時３０分～１５時
✿✿日程が変更になる場合は町ホーム 

ページに掲載いたします
  配布場所    第３クリーンセンター

（白子町剃金９９２）
✿✿現地に直接来られる方

  内 容 量    土のう袋　約１０kg/袋
※今月限りおひとり様３袋まで

生　産　業　者　保　証　票
登録番号 ８６０２８

肥料の名称 しらこ活緑げんきくん

肥料の種類 汚泥肥料

生産地および
生産者

千葉県長生郡白子町関５０７４－２
白子町長　石井和芳

主要な
成分の含有量

窒　　素　６．８％
カリウム　０．１１％
り ん 酸　３．１％
炭 素 率　５．６

  問い合わせ  
　環境課
　☎３３－２１１８

夏野菜に向けて増量します！

ぜひ、ご活用ください！
毎月毎月無料配布無料配布実施中!実施中!

✿✿有機肥料の代表的な、有機肥料の代表的な、
　なたね油かすに近い成分です　なたね油かすに近い成分です
✿✿土を活性化することを目標としている土を活性化することを目標としている
　有機肥料ですので化学肥料と併用で　有機肥料ですので化学肥料と併用で
　より良い土壌づくりが可能となります　より良い土壌づくりが可能となります
✿✿農作物から家庭菜園など幅広く農作物から家庭菜園など幅広く
　使用ができますので、ぜひご活用ください　使用ができますので、ぜひご活用ください
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後国 期保 ・

▶７６歳になる方の歯科口腔健康診査
町では、今年度７６歳になる被保険者の方を対象とし、歯科口腔健康診査（歯科健診）を実施します。
歯や飲み込む力などのお口の健康チェックを行い、肺炎や低栄養などの予防につなげましょう。

後期高齢者医療制度

対象者 昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日生まれの千葉県後期高齢者医療被保険者の方

実施期間 ６月１日（日）～１２月２８日（日）

自己負担額 無料（歯科健診後の治療費は有料です。）

協力医療機関 千葉県歯科医師会会員の歯科健診協力医療機関

歯科健診の
受け方

❶５月下旬頃までに受診票と近隣の協力歯科医療機関の一覧が送付されます。
❷歯科健診を受診される方は、協力歯科医療機関に直接予約をしてください。
❸受診の際は、マイナ保険証、資格確認書または被保険者証（７月３１日まで）と受診

票を持参してください。

  問い合わせ  　住民課　国保年金係　☎３３－２１１２

▶国保・後期高齢者医療被保険者証の更新について

令和７年７月中に、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把
握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診すること

はできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。

保険証に代わる「資格確認書」を令和７年７
月中に送付する予定です。今までの保険証と
同様に医療機関などの窓口で提示することで
引き続き保険診療を受けることができます。

マイナ保険証を
お持ちの方

マイナ保険証を
お持ちでない方

病児・病後児保育事業は、町と「病児保育所ラッコッコ」が契約し、実施している事業です。
次のような時、お子さんを一時的にお預かりします。

❶保護者が働いていて、病気のお子さん
の看護ができないとき

❷日ごろ、お子さんをお世話している方
が、病気等によりお子さんのお世話
ができないとき

❸保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等によ
り一時的に家庭保育ができないとき

❹上記以外でもいろいろな事情等ご相談
に応じます。

  問い合わせ  　酒井医院  病児保育所ラッコッコ　☎３３－１１８８
　　　　　　住民課  子育て支援係　　　　　　☎３３－２１７８

病児・病後児保育のごあんない

マイナンバーカードを持って
おり、保険証利用登録済の方

  場　　所    病児保育所「ラッコッコ」（白子町北高根２３８９）
  受付時間    ８時～１７時３０分　※木・日曜日、祝日を除く
  対象児童    町内在住の０歳から小学３年生
  利用料金    １日：２，５００円　　半日：１，５００円

※昼食・おやつ付き。診察代・薬代別

❶利用の前に「病児保育所ラッコッコ」へ連絡してください。
❷予約時「白子町病児・病後児保育事業利用申込書」を「病

児保育所ラッコッコ」へ提出してください。

利
用
方
法
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白子町犯罪被害者等支援条例を制定しました

年 金

▶学生納付特例制度
日本国内に住んでいる２０歳以上６０歳未満のすべての方が国民年金に加入し
ます。学生の方々も例外ではありません。
この制度は、所得の少ない学生の方が申請し、承認されることで在学中の国民 
年金保険料納付が猶予される制度です。

大学（大学院）や短期大学、
高等学校、高等専門学校、専

修学校および各種学校、一部の海外大学の日
本分校（夜間・定時制課程、通信制課程も含む）
に在学する２０歳以上の学生
※各種学校：修業年限が１年以上の課程に在学して

いる方に限ります。
　（私立の各種学校については都道府県知事の認可を

受けた学校に限られます。）
※海外大学の日本分校：日本国内にある海外大学の

日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定し
た課程に在籍する方。

▶学生本人の前年所得
《128万円＋扶養親族等の数×38万円》以下

役場住民課（国保年金係）の窓口で申請します。
申請書は、役場住民課または年金事務所にあります。

※申請書は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

▶申請に必要なもの
・年金手帳また基礎年金番号通知書
・在学期間がわかる学生証のコピー
　（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は

裏面のコピーを含む）または在学証明書（原本）
※前年所得があった方や退職した方が申請を行うときは、その他必

要な書類がある場合があります。

❶受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
❷10年以内であれば保険料をさかのぼっておさめること（追納）することが出来ます。
　なお、承認を受けた年度から３年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて

当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
　※保険料の追納には年金事務所で申し込みが必要になります。
❸障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
　※障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する場合には、納付条件があります。

前年度、学生納付特例の承認を受け、今年度以降も引き続き在学予定である方には、申請書（ハガキ形式）が
送付されます。申請書（ハガキ形式）が届いた方は、学生等である証明書類の添付は必要ありません。
※ただし、在学する学校等が変わったときは、改めて年金事務所へ申請してください。

日本年金機構ホームページ 千葉年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/　 ☎０４３－２４２－６３２０

申請は毎年度必要です

犯罪被害に遭われた方の置かれている状況に対して支援を行い、地域社会全体で犯罪被害者等を支えていく
ため、白子町犯罪被害者等支援条例が制定され令和７年４月１日から施行されました。
また、犯罪被害に遭われた方やそのご家族が受けられる支援として、見舞金を下記のとおり支給します。

⃝犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に対して遺族見舞金　　　３０万円
⃝犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者本人に対して傷害見舞金　　１０万円
※支給には要件があります。くわしいことはお問い合わせください。

  問い合わせ  　健康福祉課　☎３３－２１１３

マイナンバーカードを利用して電子申請ができます
電子申請なら紙の申請書の入手・記入は不要です。くわ
しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

猶予を受けた
期間の取扱い

適用基準 申請
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国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経
済対策における物価高への支援として、令和６年
度分の住民税非課税世帯に１世帯当たり３万円、
同世帯で１８歳以下の子どもがいる世帯に対象児
童１人につき２万円を支給します。

●住民税非課税世帯給付金
支給額：１世帯当たり３万円

令和６年１２月１３日時点において本
町の住民基本台帳に登録されている方
で、世帯全員が令和６年度分の住民税
非課税者のみで構成されている世帯

●子ども加算給付金
支給額：対象児童１につき２万円

上記に該当する世帯で、１８歳以下の
子ども（平成１８年４月２日以降生ま
れ）がいる世帯

低所得世帯支援給付金の
お知らせ

  問い合わせ  　健康福祉課　☎３３－２１１３

❶玉ねぎは繊維に沿って薄くスライスする。トマトは湯む
きをして１ｃｍ角に、ながいきねぎは小口切りにする。
❷ボウルにケチャップ・マヨネーズ・こしょう・ツナ缶（汁

ごと）を入れて混ぜる。
❸器に玉ねぎを盛り付け、②をのせる。最後にトマトとな

がいきねぎをトッピングして出来上がり。

白子町食と健康づくり推進会から、旬のレシピをお届けします。

食と健康づくり推進会からの
ワンポイント

真っ白な新玉ねぎに赤いトマトと緑色のなが
いきねぎ（水耕こねぎ）を組み合わせた、見
た目から食欲をそそるようなサラダです。
白子町の特産品をたくさん使った
簡単レシピです。
火を使わずに作れるので、もう一品
欲しい時に、ぜひお試しください♪

新玉ねぎのサラダ

エネルギー：166kcal 脂　　質：9.0g　 食塩相当量：0.7g
たんぱく質：6.0g 炭水化物：14.7g

栄養価
１人分あたり

⃝新玉ねぎ………… 中２個
⃝トマト…………… 中２個
⃝ツナ缶（水煮） …… ２缶
⃝ながいきねぎ… お好み量

しらこの
旬レシピ

材料（４人分）

作り方

⃝ケチャップ…… 大さじ２
⃝マヨネーズ…… 大さじ４
⃝こしょう…………… 少々

支給対象となる方に「確認書」を送
付しましたので、必要事項を記入し
て返信用封筒で返送してください。

提出期限：令和７年７月３１日
※未申告や令和６年１月２日以降に本町に転入された方は、

申請が必要です。くわしくは町ホームページをご覧ください。

支給対象
世帯

支給対象
世帯

支給に
ついて

フリガナのルールが
できます
くわしくはこちら▶

戸籍制度
マスコットキャラクター

コセキツネ

２０２５年５月２６日 改正戸籍法施行

戸籍にフリガナが記載されます

本籍地の市区町村から
戸籍に記載される予定の氏名の
フリガナの通知が届きます

通知されたフリガナが
　　　　　戸籍に記載されます

２０２５年
５月以降

２０２６年
５月以降

通知されたフリガナを まず確認！
➡ 誤っている場合 は届出をしてください

マイナポータル でオンライン届出ができます

Point

正しいフリガナが通知された
場合は、届出をしなくても、
戸籍に記載されるから安心!!

【詐欺にご注意ください】
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
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役場職員役場職員のの人事異動人事異動 ４月１日付（　）内は旧所属

総務課
主査　選挙管理委員会主任書記併任　藤井　大輔（長生郡市広域市町村圏組合）

庶務係長　田中さやか（住民課戸籍住民係長）

企画財政課
課　　長　齊藤　　雄（建設課長）

住民課
子育て支援担当課長　鈴木　宏和（建設課主幹）

課長補佐　今井　知子（健康福祉課課長補佐）

戸籍住民係長　大多和優子（健康福祉課主任主事）

主任主事　石渡　　信（ガス事業所主任主事）

保 健 師　子育て支援　高橋　梨紗（健康福祉課保健師）

健康福祉課
主　　幹　健幸づくり室長　田邉　　敏（生涯学習課課長補佐）

課長補佐　長島　久和（ガス事業所副主幹）

副 主 幹　健幸づくり室　木島美津子（総務課副主幹）

主任主事　鈴木　貴文（産業課主任主事）

主 事 補　寺田　幸正（南白亀保育所保育士）

主 事 補　山田　健史（企画財政課主事補）

税務課
課長補佐　麻生　大介（商工観光課主査）

主　　査　大多和　勉（健康福祉課主査）

主　　査　田辺　悦子（議会事務局書記）

主　　事　大野　貴也（建設課主事）

産業課
主　　幹　農業委員会事務局併任　大塚　嘉一（企画財政課課長補佐）

主　　査　長島　智哉（税務課主査）

建設課
課　　長　齊藤　貴人（企画財政課長）

課長補佐　金坂　光芳（総務課副主幹（選挙管理委員会書記併任））

主 査 補　秋葉　　浩（環境課主査補）

環境課
主　　査　三橋　政明（学校給食センター所長）

会計課
課長補佐　三橋　富子（住民課課長補佐）

生涯学習課
課長補佐　小川　智彦（環境課副主幹）

主　　査　味戸ひろ子（住民課主査）

議会事務局
書　　記　監査委員事務部局併任　長谷川由紀（税務課主査）

ガス事業所
主　　査　伊藤　貴之（産業課主査（農業委員会事務局併任））

白潟保育所
副 所 長　奈良千恵子（南白亀保育所主任保育士）

保 育 士　佐野　寛子（関保育所保育士）

保 育 士　御園千良栄（関保育所保育士）

南白亀保育所
栄 養 士　鈴木　梨加（健康福祉課栄養士）

関保育所
保 育 士　三橋　由貴（白潟保育所保育士）

保 育 士　石川　加奈（南白亀保育所保育士）

学校給食センター
所　　長　緑川　昌一（健康福祉課健幸づくり担当課長）

派遣・研修
長生郡市広域市町村圏組合〈新規派遣〉
　古山　知弘（税務課課長補佐）

社会福祉協議会　
　大多和園子（健康福祉課介護保険係長）

新規採用
ガ ス 事 業 所　主事補　板倉　伸幸
企 画 財 政 課　主事補　田中　丈翔　

環 　 境 　 課　主事補　青塚　　咲　
総 　 務 　 課　主事補　谷川　　葵　
南白亀保育所　保育士　池野　好美　
健 康 福 祉 課　栄養士　健幸づくり室　木島　未貴　
南白亀保育所　栄養士　野口　真優　
暫定再任用
建　設　課　主査　地籍都市計画係長事務取扱　今関　道雄

（建設課主査（地籍都市計画係長事務取扱））

健康福祉課　主査　社 会 福 祉 協 議 会 派 遣　竹下　裕之
（健康福祉課主査（社会福祉協議会派遣））

退職等
御園友加里（産業課）

今関　道雄（建設課）

竹下　裕之（健康福祉課）

野口よう子（住民課）

山本　大介（会計課）

長島　陽子（白潟保育所）

秋葉　淳子（南白亀保育所）

秋葉　俊江（総務課）

芦原　　潤（健康福祉課）
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役場職員役場職員のの給与等給与等をを公表公表しますします

▶人件費の状況（普通会計決算）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（令和６年１月１日現在）

区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
（Ｂ／Ａ）　　

（参考）
４年度の
人件費率　
23.2％令和５年度 10,565人 5,236,768千円 226,090千円 1,225,340千円 23.4％

▶職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
（Ａ）

給　与　費 １人当たり給与費
(Ｂ／Ａ)給　  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 (Ｂ)

令和５年度 124人 475,260千円 55,630千円 188,254千円 719,144千円 5,780千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。２　職員数は令和５年４月１日現在。

○職員の平均給与月額、初任給等の状況（令和６年４月１日現在）

▶職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況
区　分　 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 ※平均給料月額　６年４月１日現在の各職種

の職員の基本給の平均額。
※平均給与月額　給料月額と毎月支払われる 

諸手当の合計額。

一般行政職 43.8歳　 333,777円 375,786円 

技能労務職 54.3歳 331,300円 370,300円

▶学歴別職員の初任給と経験年数別平均給料月額の状況

区　分 初任給
経験年数

10～14年 15～19年 20～24年 25～29年 30～34年

一　般
行政職

大学卒 220,000円 276,300円 304,300円 372,500円 405,200円 414,100円
高校卒 194,500円 － 254,900円 － － 395,900円

○一般行政職の級別職員数等の状況
▶一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日現在）

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的な
職務内容 主事補 主事 主任主事 係長

主査補 主査 課長補佐
副主幹

課長
担当課長

主幹
職員数 １１人 ９人 １４人 ５人 １３人 １５人 １６人
構成比 １３．２％ １０．８％ １６．９％ ６．０％ １５．７％ １８．１％ １９．３％

※白子町一般職の職員の給与等に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数。
　（任期付職員を含む。再任用職員を除く。）
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名。

■給与・定員管理等
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○職員の手当の状況
▶期末手当・勤勉手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日現在）

白子町 国
１人当たり平均支給額（令和５年度） １，６０８千円

令和５年度支給割合 期末手当　２．４５月分
勤勉手当　２．０５月分

期末手当　２．４５月分
勤勉手当　２．０５月分

加算措置の状況 職制上の段階、職務の級等による加算措置

▶退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日現在）

支給率
白　　子　　町 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 応募認定・定年
勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分
勤続３５年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％） 定年前早期退職特例措置（２～４５％）

▶特殊勤務手当　　　　　　　　　　　　　　　   （令和６年４月１日現在）令和５年度の支給実績は０人

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
防疫手当 同左の作業に

従事したもの
防疫業務に従事した時 日額　１，０００円

危険手当 人体に危険をおよぼす作業に従事した時 日額　１，０００円
行旅病人取扱手当 同左の取扱を

したもの
旅行中の病人を取り扱う時 日額　 ５００円

行旅死亡人取扱手当 旅行中の死亡人を取り扱う時 日額　１，０００円

▶時間外勤務手当　　　　
令和４年度 令和５年度

支給実績 １２，５７３円 １２，５３８千円
支給職員１人当たり
平均支給年額 ２４７千円 ２２８千円

▶その他手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日現在）

手当名 内容および支給単価
支給実績

(令和５年度
決算　　)

支給職員１人当たり 
平均支給年額

（令和５年度決算）

扶 養 手 当
子 10,000円

12,262千円 245,240円子以外の扶養親族 6,500円
16歳から22歳までの子の加算 5,000円

住 居 手 当 職員の居住する借家 11,000～28,000円 3,535千円 252,500円
通 勤 手 当 片道２kmから     2,000円～ 6,640千円 65,743円

管理職手当 課長 66,500円、担当課長 42,000円、主幹 40,000円
課長補佐 30,000円、副主幹 23,000円 20,190千円 545,676円
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○特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）
▶給　　料
役職 月額

町　長 788,000円
副町長 639,000円
教育長 577,000円

▶報　　酬
役職 月額

議　長 284,000円
副議長 237,000円
議　員 213,000円

▶退職手当
役職 算定方式 支給時期

町　長 給料月額×在職月数×35/100
任期毎副町長 給料月額×在職月数×25/100

教育長 給料月額×在職月数×20/100

▶期末手当
役職 月額

町　長

令和５年度　4.５月分

副町長
教育長
議　長
副議長
議　員

○職員数の状況
▶部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　　　　　 　　　　（各年４月１日現在）

区　　分
部　　門

職員数 対前年
増減数令和５年 令和６年

普通会計部門

一
般
行
政
部
門

議　　会 2人 2人 ０
総　　務 23人 25人 ２人
税　　務 9人 9人 ０
農林水産 7人 7人 ０
商　　工 5人 ６人 １人
土　　木 9人 9人 ０
民　　生 42人 40人 △２人
衛　　生 13人 15人 ２人

計 110人 113人 ３人
教育部門 10人 11人 １人

小　計 120人 124人 ４人

公営企業等
会計部門

そ
の
他

国　　保 5人 ４人 △１人
介　　護 4人 4人 ０
そ の 他 6人 6人 ０

小　計 15人 14人 △１人
計 135人［195人］ 138人［195人］ ３人

職員数は一般職に属する職員数。［　］内は条例定数の合計である。

▶職員の任免と職員数
採用者数 　１３人 ６年４月　１日現在
退職者数 　　９人 ６年３月３１日現在
職 員 数 １３８人 ６年４月　１日現在

▶職員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　（令和６年４月１日現在）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 過去５年間の増減数
一 般 行 政 114人 115人 112人 111人 110人 113人 △１人
教 　 育 14人 13人 11人 11人 10人 11人 △３人
普 通 会 計 合 計 128人 128人 123人 122人 120人 124人 △４人
公営企業会計等 14人 14人 14人 16人 15人 14人 ０
総 合 計 142人 142人 137人 138人 135人 138人 △４人
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▶勤務時間の状況（令和６年４月１日現在）
勤務時間 休憩時間 週休日

８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００ ２日

▶福利厚生制度の状況

共 済 組 合
職員の共済制度は千葉県市町村職員共済組合が行っている。
費用は職員の掛金と町の負担金で賄われ、その内容は健康保険関係、共済年金保険
関係、健康診査関係など。

職員互助会
千葉県市町村職員互助会は、地方公共団体が職員のために実施する厚生制度に併せ、
会員とその被扶養者の生活安全と福祉増進事業を行っている。
費用は職員の掛金と町の負担金で賄われ、令和５年度の町負担額は１７９千円。

▶安全衛生管理の状況
職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するため、職員の健康管理状況を把握し、
健康障害や疾病の早期発見を行うため、定期健康診断を実施している。
また、ストレスチェックを導入し、職員のメンタル不調を未然に防ぐよう努めている。

千葉県自治研修センター等 法制執務研修、個人住民税研修、徴収事務研修
データ活用向上研修、ハラスメント防止研修　等

長生郡市広域市町村圏組合 新規採用職員研修、初級・中級職員研修、係長研修　等

措置要求件数
勤務条件に関する措置の要求 ０件
不利益処分に関する不服申し立て ０件

公務災害 ０件
通勤災害 ０件

▶職員の分限・懲戒処分の状況（令和５年度）
分限処分 降任 ０人 免職 ０人 休職 １人 降給 ０人
懲戒処分 戒告 ０人 減給 ０人 停職 ０人 免職 ０人

▶育児休業および部分休業の状況（令和５年度）
　 育児休業取得者 部分休業取得者

男性職員 ０人 ０人
女性職員 ５人 ０人

▶年次休暇の状況（令和５年度）
平均使用日数 １３．７日　 

消化率 ３５．５％　 

■職員の勤務時間、服務等の状況

■職員の福祉および利益の保護の状況

■職員の研修状況

■公平委員会における業務の状況 ■公務災害補償の状況

（令和５年度）

（令和５年度）
（令和５年度）
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第３３回（令和７年度第２回）
東千葉メディカルセンター
市民公開講座

  と　　き  　５月１５日（木）１５時～１６時
（１４時４５分開場）

  と こ ろ  　東千葉メディカルセンター２階講堂
  演　　者  　東千葉メディカルセンター

センター長　岩立康男医師
  演　　題  　必見！「認知症予防の極意」
  参加方法  　事前申込不要です。

当日会場にお越しください。
  問い合わせ  
　東千葉メディカルセンター
　事務部　総務課
　☎０４７５－５０－１１９９（代）

第４５回
町民グラウンドゴルフ大会結果

  と　　き  　３月９日（日）
  と こ ろ  　白子自然公園　芝生広場
◆男子の部　　優　勝　　佐藤　正博
　　　　　　　準優勝　　日達　今朝春
　　　　　　　第３位　　井上　維明
◆女子の部　　優　勝　　緑川　洋子
　　　　　　　準優勝　　田辺　悦子
　　　　　　　第３位　　菅原　優子

令和７年度　千葉県調理師試験の受付
  試 験 日  　１０月２５日（土）
  試験会場  　幕張メッセ　国際会議場

千葉市美浜区中瀬二丁目一番
  受付期間  　５月１９日（月）～５月２３日（金）

※受付期間内消印有効
  受付場所  　住所が県内の場合：住所地管轄の保健所

住所が県外の場合：千葉県健康福祉部
　　　　　　　　　健康づくり支援課

  願書提出方法  　簡易書留郵便
  願書配布  　千葉県長生保健所（長生健康福祉センター）

４月７日（月）から（土日、祝日は除く）
  問い合わせ  　千葉県長生保健所（長生健康福祉センター）

地域保健福祉課　☎０４７５－２２－５９１４
　℻０４７５－２４－３４１９

自動車税は納期限までに納めましょう
自動車税（種別割）の納期限は６月２日（月）です。５月
９日（金）に自動車税事務所から納税通知書が送付されま
すので、納期限までに納めましょう。
eL マークの付いた通知書は、地方税お支払いサイトから
のクレジットカード払い、インターネットバンキング、ダ
イレクト納付による口座振替等を利用できます。各種スマ
ホ決済アプリでのお支払も利用可能です。
スマホ決済アプリは eL-QR を読み取ることに
よりご利用できます。
くわしくは納税通知書に同封のしおりをご覧
ください。
  問い合わせ  　茂原県税事務所　☎０４７５－２２－１７２１

自動車税事務所　☎０４３－２４３－２７２１
県税務課　　　　☎０４３－２２３－２１１７

お 知 ら せ
Notification

令和７年度上期創業スクールの開催
経験豊かな中小企業診断士が講師となり、創業計画の作成
をしっかりとサポートします。最終日には創業社長による
講演も行います。参加をご希望の方は、千葉県信用保証協
会ホームページからお申込みください。
  対 象 者  　これから創業を考えている方、創業間もない方
  日　　程  　７月１２日、１９日、２６日、８月２日の

毎週土曜日４週連続
  募集期間  　５月３０日（金）～６月１３日（金）正午
  定　　員  　４０名（応募者多数の場合は抽選）
  受 講 料  　無料
  会　　場  　幕張テクノガーデン会議室（ＣＢ棟３階）
  問い合わせ  　千葉県信用保証協会

成長サポート部　地域サポートチーム
☎０４３－２３９－３２８１
https://www.chiba-cgc.or.jp

あなたの就職をサポートします！
ポリテクセンター君津は厚生労働省所轄の公共
職業訓練施設です。求職中の方が再就職に有利
となる専門的な知識や技能を習得するための職
業訓練や、在職中の方のためのスキルアップセ
ミナーを実施しています。くわしくは
ホームページをご覧ください。
  問い合わせ  
　ポリテクセンター君津　訓練課
　☎０４３９－５７－６３１３（君津市坂田428）

守ろう！電波のルール
６月１日から１０日は、「電波利用環境保護周知
啓発強化期間」です。
電波のルールはみんなで守りましょう。
  問い合わせ  　総務省関東総合通信局
　　　　　　▪不法無線局による混信・妨害
　　　　　　　☎０３－６２３８－１９３９
　　　　　　▪テレビ・ラジオの受信障害
　　　　　　　☎０３－６２３８－１９４５技適マーク

eLマーク
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南白亀小６年　足
あ

　立
だち

　心
み

　優
ゆ

◯評 虫歯に負けないように、歯ブラシで
丁寧に歯を磨いている様子を描きま
した。歯を大きく描き、歯磨きの大
切さが分かるように工夫しました。

白潟小６年　片
かた

　岡
おか

　萌
もあ

　奈
な

◯評 平仮名と漢字の大きさの違いを意識して、
用紙いっぱいにバランスよく書くことがで
きました。横画の間隔やとめ方、はらい
方など５年生で学習したことを振り返りな
がら、のびのびと書くことができました。

関小６年　須
す

　磨
ま

　結
ゆ

　愛
め

◯評 筆順と点画のつながりを意識
して、字形を整えて書くこと
ができました。

はじめまして。この度、白子町の「委託型地域おこ
し協力隊」に就任いたしました梅鉢真仁と申します。
大阪府で生まれ育ち、大学卒業と同時に公立小学
校の教員となり、この３月まで教壇に立っていました。
これまでの教員経験を活かし、白子町では、スポー
ツ等を通して子どもたちの『つながる力』を育み、
自分も相手も大切にできる子どもたちのすがたをめ
ざして、学校とは違う立場から子どもたちの居場所
づくりにつながる活動を行いたいと思っています。
また、わたし自身も地域のみなさまとのつながりを大
切にしながらこの町の魅力を学び、活動を通して町の
魅力をさらにふやしていけるよう努めてまいります。
どうぞ、よろしくおねがいします。

神奈川県より移住しました滝口裕一と申します。
３月１日に入居し、俳句の会・太極拳・歩こう会・
九十九里浜の自然を守る会・手話サークル（茂原
市）等に入会させていただきました。また、水耕栽
培のお手伝いを通じ白子町を少し知ることもできまし
た。４月より地域おこし協力隊として活動してまいり
ます。今までの経験を生かし、皆様とともに白子町の
伝統・文化・自然・産業を大切に守りながら、皆様と
一緒によりよい町作りのお手伝いができればと考えて
います。
地域サロンの充実、移送サービスのNPO法人化、高
齢者の方々の生きがいづくり（サークルの維持・多様
化）、世代間交流の活発化等々をメインに活動いたし
ます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

私の長所は、想定外の展開が起こっても
何をすべきか冷静に判断できることです。ま

た新しい環境にスムーズに適応し、円滑な人間関係
を築く能力があります。柔軟で協力的な姿勢で、チー
ムの一員として円滑なコミュニケーションを図りま
す。誠実さと信頼性を大切にし、仕事に対する責任
感も強く持ち合わせており、迅速かつ効果的な業務
遂行が可能です。自己成長を大切にし、常に学び続
ける姿勢で、目標達成に向けて全力で取り組みます。

私は、幅広い業界でのプロジェクトに携わっ
てきました。これまでのキャリアで培った経験やス
キルを活かし、新たな挑戦に情熱を燃やしています。
私の強みは、新規ビジネスの企画から立ち上げ、運
営までの全プロセスにわたる豊富な経験にあり、常
に柔軟性と向上心を持ち、チームと協力して目標を
達成することを重視しています。今後も、更なる成
長を遂げるために努力を惜しまず、挑戦を続けてい
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

梅う
め

鉢ば
ち  

真ま
さ

仁ひ
と

さ
ん

滝た
き

口ぐ
ち  

裕ひ
ろ

一か
ず

さ
ん

濵
はま

　  幸
こう

次
じ

さん
自治体DXの推進

加
か

藤
とう

  淳
じゅんいち

一さん
公共施設再編およびまちづくりの
総合調整業務

担当業務

担当
業務

＼＼ 地域おこし協力隊 ／／ ＼＼ 地域活性化起業人 ／／
白子町の活性化にご協力頂いている方々を紹介します
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■編集・発行／白子町役場　企画財政課　☎３３－２１８０　  〒299–4292 千葉県長生郡白子町関 5 0 7 4 – 2
■ホームページアドレス  https://www.town.shirako.lg.jp　  ■Ｅメールアドレス  info@town.shirako.lg.jp

こども急病
電 話 相 談
夜 間 急 病
診 療 所

☎局番なしの ♯8000　ダイヤル回線からは043－242－9939
毎日　午後７時～翌日午前８時
診療科目  内科・小児科　長生郡市保健センター内（茂原市八千代1-5-4） 
診療時間  午後８時～午後11時　受付時間  午後７時45分～午後10時45分　☎0475-24-1010

※「☎３３－」から始まる電話番号の市外局番は、「０４７５」です。　　　　　　※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

の５月/May
日 月 火 水 木 金 土

4/27 28 29 30 1 不燃ゴミ（南）
資源ゴミ（関） 2 3 憲法記念日

青少年センター休館日

4 みどりの日 5 こどもの日 6 振替休日 7 8 不燃ゴミ（関）
粗大ゴミ（白）9 10

青少年センター休館日 青少年センター休館日 青少年センター休館日 心配ごと相談（公） 
9時～12時 
予約制☎33-5746

11 12 13 14 15 粗大ゴミ（南） 
資源ゴミ（白）16 17

青少年センター休館日 心配ごと・人権・
行政相談（公） 
9時～12時 
予約制☎33-5746
子宮頸がん・骨密度検診

（健セ） 
くわしくは３ページ参照

しらこ活緑げんきくん
無料配布

（第３クリーンセンター） 
13時30分～15時
1歳６か月児健診（健セ）
13時～13時30分
〇Ｒ５年９～11月生

（母子手帳・使用中の歯
ブラシ・ライフサポート
ファイル）

こあらっこ（健セ） 
13時30分～※予約制 
○子育て相談 

（ライフサポートファ
イル、母子手帳）

18 19 20 21 22 不燃ゴミ（白） 
粗大ゴミ（関）
資源ゴミ（南）

23 24
青少年センター休館日
健幸スマイルスタジオ（健セ） 
10時～、13時30分～
※予約制
○妊娠16週以降のママ
○未就学児のママ
※専用サイトでの事前
　申し込み必要

心配ごと相談（公） 
9時～12時 
予約制☎33-5746

子宮頸がん・骨密度検診（健セ） 
くわしくは３ページ参照

25 26 27 28 29 30 31
休日開庁 
８時30分～12時

青少年センター休館日 心配ごと相談（公） 
9時～12時 
予約制☎33-5746
ママパパ教室（健セ）
〇出産予定日がＲ７年
８月～10月の妊婦と
そのパートナー
受付13時～13時15分
（母子手帳）

移動交番（青セ）
13時30分～15時

乳児健診（健セ）
〇Ｒ７年１月生
13時～13時10分

（母子手帳・バスタオル）
〇Ｒ６年５、10月生
13時15分～13時30分

（母子手帳・バスタオル・
使用中の歯ブラシ）

離乳食教室（健セ）
①R6年11月～R7年1月生
　９時45分～
②R6年3月～5月生
　14時15分～
※①②とも予約制

（エプロン・三角巾・
マスク・ふきん2～3枚）
移動交番（公）
13時30分～15時

月　日 内　　　　　科 外　　　　　科
５月３日 長 生 診 療 所 0475-32-3303 南洲会長生クリニック 0475-32-1821
５月４日 山 之 内 病 院 0475-25-1131 宍 倉 病 院 0475-24-2171
５月５日 鵜 澤 医 院 0475-34-2008 菅 原 病 院 0475-25-1171
５月６日 大 木 医 院 0475-23-2546 聖 光 会 病 院 0475-35-5151
５月11日 藤 島 ク リ ニ ッ ク 0475-47-3056 菅 原 病 院 0475-25-1171
５月18日 渡 辺 医 院 0475-27-7733 宍 倉 病 院 0475-24-2171
５月25日 清 水 医 院 0475-42-2950 公 立 長 生 病 院 0475-34-2121

●休日の当番医案内
※あらかじめ医療機関へ連絡してから受診してください。

▶休日当番医の診療時間　午前 9 時～午後 5 時
▶変更になる場合もありますので、「医療機関」または「消防本部」
　（０４７５－２４－０１１９）に確認してください。

※広報の送付を希望される方
に郵送しています。
　ご希望の方は、企画財政課
へお申し込みください。

広報しらこをアプリでご覧
いただけます。

（役）…役場　（健セ）…健康づくりセンター　（公）…公民館　（青セ）…青少年センター　（関）…関地区　（南）…南白亀地区　（白）…白潟地区

今月の納税
◦軽自動車税

全期
６月２日までに
納めましょう。
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